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た水辺環境や湖沼などが調査対象範囲

となる場合、踏査可能なルートを中心

に調査を行うと、調査対象範囲の鳥相

を正確に捉えられない場合などがでて

きます。このような場合には、調査目的

や環境に合わせて適宜判断し、ルート

の片側50ｍについてのみ調査を行うな

どの工夫をしています。

　また、本手法は、鳥類が盛んに鳴き交

わす早朝の時間帯に行う事が多いです。

このため、調査対象範囲が広く、センサ

スルートが数本設定される場合などに

は、連日、早朝からの調査が続き、寝不

足気味になる事があります。特に、夏期

は日が昇るのが早いため、午前３時、４

時に起床する事になり、冬期よりも遙

かに早い時間に調査開始となるのです。

■以上のように、それぞれの調査法には、

それぞれの特徴があり、知識や経験が要求

されたり、寝不足になったり、暑さや寒さ

との戦いであったりと、苦労がたえませ

ん。しかし、これらの調査中に、図鑑の中

であこがれていた美しい鳥や珍しい鳥、猛

禽類のハンティング等のめったに見られな

い行動に出会えたとき、それまでの苦労は

記憶の片隅に押しやられてしまうのです。

　　　　　（本社自然環境調査室・伊藤透）

①任意観察法
　任意観察法では、調査対象範囲にみ

られる様々な環境を網羅するように踏

査し、確認された鳥類を記録する手法

で、主に調査対象範囲の鳥類相を把握

する事を目的として行われます。この

手法では、調査対象範囲内の異なった

環境を効率よく踏査し、植生の構造条

件や採餌場所の条件などから、鳥類が

多く生息する環境をいち早く判断する

事が重要となります。このことが、調査

対象範囲の鳥類相をより正確に把握す

ることにつながるのです。このように、

本手法は、調査員の専門的な知識や経

験が要求されるのです。

　ルートセンサス法は、調査対象範囲

の環境を網羅するようなルートを設定

し、そのルート上を一定の速度で進み、

ルート両側の一定範囲内に出現した鳥

類の種名、及び個体数を記録する手法

です。調査対象範囲の鳥類群集を定量

的に把握する事が目的で、ある程度客

観的な調査結果が得られます。しかし、

調査対象範囲の鳥類相やある特定の種

における生息状況などを把握するため

には、任意観察法や、定点観察法などと

の併用が必要となるのです。

　ルートセンサス法を用いて調査を行

う場合、当社では、２㎞程度の長さの

ルートを設定し、時速1.5 ㎞程度で、

ルートの片側25m、両側で50m程度の範

囲に出現した鳥類を記録するのを基本

としています。しかし、河川を中心とし

鳥類調査法
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　前号では、鳥類調査法や調査者に

必要な技術について、また、経験や

センスが調査結果に差をつけること

がある全体的な話をした。

　今回は引き続き、具体的な調査方

法について紹介する。

■鳥類は、その他の生物の例に漏れず、

環境の違いによって生息する種が違い

ます。そのため、調査対象範囲における

鳥類の生息状況を把握することは、そ

の地域の自然環境を把握するうえで、

非常に重要です。

　自然環境調査で、鳥類を確認する場

合は、姿と鳴き声から、生息種を識別し

ます。鳥類は、雌雄の違いや季節、成

鳥、幼鳥の違いによって体色の異なる

種がある一方、姿の非常に似ている別

種も少なくありません。しかし、その鳴

き声、特に「さえずり」は、種ごとに異

なった特徴があるので、生息種の識別

では、鳴き声での確認が非常に重要と

なるのです。

■鳥類の調査法としては任意観察法、

ルートセンサス法、定点観察法、古巣確

認調査、夜間鳥類調査、呼び寄せ法など

があげられます。

　当社では、調査目的にあわせて、調査

方法を選び、必要に応じて他の手法と

組み合わせ、よりよいデータを収集す

る事に努めています。ここでは、最も多

く使われる任意観察法、ルートセンサス

法、定点観察法の特徴を、それぞれ紹介

します。

②ルートセンサス法

③定点観察法
　定点観察法は、調査対象範囲内または、その周辺に定点を設定し、確

認された鳥類の種や個体数を記録する手法で、調査対象範囲における鳥

類相や利用状況などを把握する事を目的としています。この手法では、

特定の種などを調査対象種として、調査対象範囲の利用状況を把握する

事が可能であり、猛禽類の生息状況調査などで多用されます。見晴らし

のよい定点を定めて移動せずに観察を続けるため、夏期は、一日中太陽

の光を受けて、意識が朦朧としてくることもあります。その反対に、冬

期は、風を遮るものがないところが多いので、寒さとの戦いとなるので



5

（原案◆本社自然環境調査室・井原寛人／イラスト◆飯塚要）


